
  

一 

公
職
の
選
挙
に
お
け
る
開
票
の
結
果
に
関
す
る
選
挙
人
等
の
請
求
に
基
づ
く
得
票
数
の
調
査
に
係
る
制
度
の
整
備
に
関

す
る
法
律
（
案
） 

 

政
府
は
、
公
職
（
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
公
職
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
選

挙
に
お
け
る
開
票
の
結
果
に
関
し
、
選
挙
人
等
の
請
求
に
基
づ
き
公
職
の
候
補
者
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
（
同
法
第
八
十

六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
を
い
う
。
）
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
（
同
法

第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
を
い
う
。
）
の
正
確
な
得
票
数
の
調
査
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。





  

三 

理 

由 

 

公
職
の
選
挙
に
お
け
る
開
票
の
結
果
に
関
し
、
選
挙
人
等
の
請
求
に
基
づ
き
公
職
の
候
補
者
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又

は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
正
確
な
得
票
数
の
調
査
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
、
政
府
が
、

検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理

由
で
あ
る
。 


